
 

階層 区分
保育料
基準額
（Ａ）

階層 区分 保育料
（Ｂ）

比較
（Ｂ／
Ａ）

1 生活保護世帯 0円 1 生活保護世帯 0円 0%

2 市町村民税非課税世帯 3,000円 2 市町村民税非課税世帯 2,200円 73%

5 所得割課税額211,201円未満 25,700円 5 所得割課税額211,201円未満 24,900円 97%

　 　

階層 区分 保育料
基準額 階層 区分 保育料

（Ｂ）
比較
（Ｂ／

1 生活保護世帯 0円 1 生活保護世帯 0円 0%

2 市町村民税非課税世帯 6,000円 2 町民税非課税世帯 2,300円 38%

3 町民税均等割のみ 5,400円 33%

4
所得割課税額
48,600円未満
（推定世帯年収～330万
円）

8,400円 52%

5
所得割課税額
48,600～60,000円未満
（推定世帯年収331万円
～360万円）

13,500円 51%

6
所得割課税額
60,000～97,000円未満
（推定世帯年収361万円
～470万円）

15,500円 58%

5 所得割課税額169,000円未満 40,900円 7
所得割課税額
97,000～169,000円未満
（推定世帯年収471万円
～640万円）

27,100円 66%

8
所得割課税額
169,000～230,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収641万円～820
万円）

27,500円 48%

9
所得割課税額
230,000～301,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収821万円～930
万円）

28,000円 49%

7 所得割課税額397,000円未満
　

75,800円 　 10
所得割課税額
301,000～397,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収931万円～
1,130万円）

28,700円 38%

8 所得割課税額397,000円以上
　

99,400円 　 11
所得割課税額
397,000円以上
（推定世帯年収1,130万円
～）

29,400円 30%

4 所得割課税額97,000円未満 26,600円

6 所得割課税額301,000円未満 57,100円

●　４歳以上の場合
国の定める保育料基準額（月額） 町の保育料（月額）

3 所得割課税額48,600円未満 16,300円

4 所得割課税額211,200円未満 20,500円

3 所得割課税額77,100円未満 16,100円

96%

3

4

所得割課税額
77,100円未満

所得割課税額
211,200円未満

15,300円

19,700円

国の定める保育料基準額（月額） 町の保育料（月額）
　国の定める保育料基準額と町の保育料の比較　　　（１号認定）

資料５-1

95%

　



階層 区分
保育料
基準額
（Ａ）

階層 区分 保育料
（Ｂ）

比較
（Ｂ／
Ａ）

階層 区分
保育料
基準額
（Ａ）

階層 区分 保育料（Ｂ）
比較
（Ｂ／
Ａ）

1 生活保護世帯 0円 1 生活保護世帯 0円 0% 1 生活保護世帯 0円 1 生活保護世
帯 0円 0%

2 市町村民税非課税世帯 9,000円 2 町民税非課税世帯 4,000円 44% 2
市町村
民税
非課税

6,000円 2 町民税非課
税世帯 2,400円 40%

3 町民税均等割のみ 7,300円 37% 3 町民税均等
割のみ 5,500円 33%

4
所得割課税額
48,600円未満
（推定世帯年収～330万
円）

10,600円 54% 4
所得割課税
額
48,600円未
満

8,600円 52%

5
所得割課税額
48,600～60,000円未満
（推定世帯年収331万円
～360万円）

17,200円 57% 5
所得割課税
額
48,600～
60,000円未

15,000
円 56%

6
所得割課税額
60,000～97,000円未満
（推定世帯年収361万円
～470万円）

19,200円 64% 6
所得割課税
額
60,000～
97,000円未

17,000
円 63%

5 所得割課税額169,000円未満 44,500円 7
所得割課税額
97,000～169,000円未満
（推定世帯年収471万円
～640万円）

31,800円 71% 5
所得割
課税額
169,000

41,500
円 7

所得割課税
額
97,000～
169,000円

29,000
円 70%

8
所得割課税額
169,000～230,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収641万円～820
万円）

41,000円 67% 8

所得割課税
額
169,000～
230,000円
未満
（推定世帯
年収641万
円～820万

32,300
円 57%

9
所得割課税額
230,000～301,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収821万円～930
万円）

46,000円 75% 9

所得割課税
額
230,000～
301,000円
未満
（推定世帯
年収821万
円～930万

33,000
円 57%

7 所得割課税額397,000円未満
　

80,000円 　 10

所得割課税額
301,000～397,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収931万円～
1,130万円）

59,400円 74% 7
所得割
課税額
397,000
円未満

　
77,000
円 　 10

所得割課税
額
301,000～
397,000円
未満
（推定世帯
年収931万
円～1,130
万円）

33,600
円 44%

8 所得割課税額397,000円以上
　

104,000円 　 11
所得割課税額
397,000円以上
（推定世帯年収1,130万円
～）

61,400円 59% 8
所得割
課税額
397,000
円以上

　
101,000
円 　 11

所得割課税
額
397,000円
以上
（推定世帯
年収1,130
万円～）

34,000
円 37%

　

　

階層 区分
保育料
基準額
（Ａ）

階層 区分 保育料
（Ｂ）

比較
（Ｂ／
Ａ）

1 生活保護世帯 0円 1 生活保護世帯 0円 0% 　

2 市町村民税非課税世帯 6,000円 2 町民税非課税世帯 2,400円 40%
3 町民税均等割のみ 5,500円 33% 　

4
所得割課税額
48,600円未満
（推定世帯年収～330万

8,600円 52%

5
所得割課税額
48,600～60,000円未満
（推定世帯年収331万円
～360万円）

13,800円 51%

6
所得割課税額
60,000～97,000円未満
（推定世帯年収361万円
～470万円）

15,800円 59% 　

5 所得割課税額169,000円未満 41,500円 7
所得割課税額
97,000～169,000円未満
（推定世帯年収471万円
～640万円）

27,600円 67%

8
所得割課税額
169,000～230,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収641万円～820

28,000円 48%

9
所得割課税額
230,000～301,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収821万円～930

28,500円 49%

7 所得割課税額397,000円未満
　

77,000円 　 10
所得割課税額
301,000～397,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収931万円～

29,200円 38%

8 所得割課税額397,000円以上
　

101,000円 　 11
所得割課税額
397,000円以上
（推定世帯年収1,130万円
～）

30,000円 28%

4 所得割課税額97,000円未満 27,000円

6 所得割課税額301,000円未満 58,000円

58,000
円

●　４歳以上の場合
国の定める保育料基準額（月額） 町の保育料（月額）

3 所得割課税額48,600円未満 16,500円

6 所得割課税額301,000円未満 61,000円 6
所得割
課税額
301,000
円未満

16,500
円

4 所得割課税額97,000円未満 30,000円 4
所得割
課税額
97,000
円未満

27,000
円

3 所得割課税額48,600円未満 19,500円 3
所得割
課税額
48,600
円未満

　国の定める保育料基準額と町の保育料の比較　　　（保育標準時間　　２　・　３号認定） 　

●　３歳未満の場合 ●　３歳の場合

国の定める保育料基準額（月額） 町の保育料（月額） 国の定める保育料基準額（月額） 町の保育料（月額）

　



（円）

階層 区分
保育料
基準額
（Ａ）

階層 区分 保育料
（Ｂ）

比較
（Ｂ／Ａ）

階層間の
差額

1 生活保護世帯 0円 1 生活保護世帯 0円 0% 0円

2 市町村民税非課税世帯 9,000円 2 町民税非課税世帯 4,000円 44% 4,000円

3 町民税均等割のみ 7,300円 37% 3,300円

4
所得割課税額
48,600円未満
（推定世帯年収～330万
円）

10,600円 54% 3,300円

5
所得割課税額
48,600～60,000円未満
（推定世帯年収331万円
～360万円）

17,200円 57% 6,600円

6
所得割課税額
60,000～97,000円未満
（推定世帯年収361万円
～470万円）

19,200円 64% 2,000円

5 所得割課税額169,000円未満 44,500円 7
所得割課税額
97,000～169,000円未
満　　　　　　　　　　　（推
定世帯年収471万円～
640万円）

31,800円 71% 12,600円

8
所得割課税額
169,000～230,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収641万円～
820万円）

41,000円 67% 9,200円

9
所得割課税額
230,000～301,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収821万円～
930万円）

46,000円 75% 5,000円

7 所得割課税額397,000円未満
　

80,000円 　 10
所得割課税額
301,000～397,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収931万円～
1,130万円）

59,400円 74% 13,400円

8 所得割課税額397,000円以上
　

104,000円 　 11
所得割課税額
397,000円以上
（推定世帯年収1,130万
円～）

61,400円 59% 2,000円

　 平均 60％ 6,140円

資料５－２

6 所得割課税額301,000円未満 61,000円

4

所得割課税額
48,600円未満

所得割課税額
97,000円未満

3 19,500円

30,000円

　保育所と幼稚園の保育料の比較　　　（保育標準時間　　２　・　３号認定）
●　３歳未満の場合
国の定める保育料基準額（月額） 町の保育料（月額）

　



（円）

階層 区分
保育料
基準額
（Ａ）

階層 区分 保育料
（Ｂ）

比較
（Ｂ／Ａ）

階層間の
差額 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 階層 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

1 生活保護世帯 0 1 生活保護世帯 0 0% 0 1 21,000 24,500 24,000 19,800 23,600

2 市町村民税非課税世帯 6,000 2 町民税非課税世帯 2,400 40% 2,400 2 18,600 22,100 21,600 17,400 21,200

3 町民税均等割のみ 5,500 33% 3,100 3 15,500 19,000 18,500 14,300 18,100

4
所得割課税額
48,600円未満
（推定世帯年収～330万
円）

8,600 52% 3,100 4 12,400 15,900 15,400 11,200 15,000

5
所得割課税額
48,600～60,000円未満
（推定世帯年収331万円
～360万円）

15,000 56% 6,400 5 6,000 9,500 9,000 4,800 8,600

6
所得割課税額
60,000～97,000円未満
（推定世帯年収361万円
～470万円）

17,000 63% 2,000 6 4,000 7,500 7,000 2,800 6,600

5 所得割課税額169,000円未満 41,500 7
所得割課税額
97,000～169,000円未
満　　　　　　　　　　　（推
定世帯年収471万円～
640万円）

29,000 70% 12,000 7 -8,000 -4,500 -5,000 -9,200 -5,400

8
所得割課税額
169,000～230,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収641万円～
820万円）

32,300 57% 3,300 8 -11,300 -7,800 -8,300 -12,500 -8,700

9
所得割課税額
230,000～301,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収821万円～
930万円）

33,000 57% 700 9 -12,000 -8,500 -9,000 -13,200 -9,400

7 所得割課税額397,000円未満
　

77,000 　 10
所得割課税額
301,000～397,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収931万円～
1,130万円）

33,600 44% 600 10 -12,600 -9,100 -9,600 -13,800 -10,000

8 所得割課税額397,000円以上
　

101,000 　 11
所得割課税額
397,000円以上
（推定世帯年収1,130万
円～）

34,000 37% 400 11 -13,000 -9,500 -10,000 -14,200 -10,400

平均 ５１％ 3,400

21,000 24,500 24,000 19,800 23,600

●　３歳の場合
国の定める保育料基準額（月額） 町の保育料（月額） 町の私立幼稚園保育料（月額）

6 所得割課税額301,000円未満 58,000

3 所得割課税額48,600円未満 16,500

4 所得割課税額97,000円未満 27,000

町の私立幼稚園保育料と保育所保育料との差（月額）

　



（円）

階層 区分
保育料
基準額
（Ａ）

階層 区分 保育料
（Ｂ）

比較
（Ｂ／Ａ）

階層間の
差額 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 階層 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

1 生活保護世帯 0 1 生活保護世帯 0 0% 0 1 21,000 24,500 24,000 19,800 23,600

2 市町村民税非課税世帯 6,000 2 町民税非課税世帯 2,400 40% 2,400 2 18,600 22,100 21,600 17,400 21,200

3 町民税均等割のみ 5,500 33% 3,100 3 15,500 19,000 18,500 14,300 18,100

4
所得割課税額
48,600円未満
（推定世帯年収～330万
円）

8,600 52% 3,100 4 12,400 15,900 15,400 11,200 15,000

5
所得割課税額
48,600～60,000円未満
（推定世帯年収331万円
～360万円）

13,800 51% 5,200 5 7,200 10,700 10,200 6,000 9,800

6
所得割課税額
60,000～97,000円未満
（推定世帯年収361万円
～470万円）

15,800 59% 2,000 6 5,200 8,700 8,200 4,000 7,800

5 所得割課税額169,000円未満 41,500 7
所得割課税額
97,000～169,000円未
満　　　　　　　　　　　（推
定世帯年収471万円～
640万円）

27,600 67% 11,800 7 -6,600 -3,100 -3,600 -7,800 -4,000

8
所得割課税額
169,000～230,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収641万円～
820万円）

28,000 48% 400 8 -7,000 -3,500 -4,000 -8,200 -4,400

9
所得割課税額
230,000～301,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収821万円～
930万円）

28,500 49% 500 9 -7,500 -4,000 -4,500 -8,700 -4,900

7 所得割課税額397,000円未満
　

77,000 　 10
所得割課税額
301,000～397,000円未
満　　　　　　　　　　（推定
世帯年収931万円～
1,130万円）

29,200 38% 700 10 -8,200 -4,700 -5,200 -9,400 -5,600

8 所得割課税額397,000円以上
　

101,000 　 11
所得割課税額
397,000円以上
（推定世帯年収1,130万
円～）

30,000 28% 800 11 -9,000 -5,500 -6,000 -10,200 -6,400

平均 ４７％ 3,000

町の私立幼稚園保育料（月額） 町の私立幼稚園保育料と保育所保育料との差（月額）

21,000 24,500 24,000 19,800 23,600

6 所得割課税額301,000円未満 58,000

3 所得割課税額48,600円未満 16,500

4 所得割課税額97,000円未満 27,000

●　４歳以上の場合
国の定める保育料基準額（月額） 町の保育料（月額）

　


